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社団法人千葉県産業廃棄物協会　安全衛生推進委員会
会員限定講習会
普通救命講習

～ＡＥＤ講習会～

　開催日/平成24年

２月６日（月）
先着順、定員になり次第締め切ります
　会　場：千葉県産業廃棄物協会　会議室
　費　用：無料　

《対象》協会員、賛助会員企業の方ならどなたでも受講できます。
受講料無料�





駅や飛行場、劇場などで、ＡＥＤ（エー・イー・ディ）と書かれた器械を見かけることはありませんか。ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は救命処置のための医療機器です。平成16年7月から　　　一般市民も使用することができるようになりました。心臓マヒ（心室細動という致死的な不整脈）を起こしたら、救急車や病院に搬送されてから治療しても間に合わないことが多く、　　これまでたくさんの人の命が救われずにきました。しかし、この一般の人でも簡単に使えるＡＥＤがそこにあれば、命を救うことが可能なのです。


倒れて１分後にＡＥＤを使用すれば救命率は90％。以降、１分遅れるごとに生存退院率が7〜10％ずつ低下します。つまり重要なのは、とにかく迅速に電気ショックによる除細動を行うことです。


いざという時、慌てず安全確実にＡＥＤが使用できるよう、講習を受けてあなたの身近な人を救いましょう。　　　　　　　　　　　　　　　














普通救命講習　 講師：千葉市消防局警防部救急課より派遣�
�
講習の内容�
AEDを用いた心肺蘇生法・異物除去法・止血法などの救命処置を習得するコースです。


心肺蘇生法の一連の流れを人形とAEDを使用し、実技中心に実施します。�
�
講習時間�
3時間�
�
修 了 証�
所定のカリキュラムを終了し、一定のレベルに達すると修了証が交付されます。�
�






13：30～16：30


定員２０名
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